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令和６年能登半島地震復旧・復興支援本部（第１回） 

各府省提出資料 

１．内閣府（防災担当） 
・住まいの確保に向けた検討状況 ……………………………… 内１ 

・被害認定調査・罹災証明書の交付に向けた取組状況 ……… 内３ 

・復興まちづくりの進め方 ……………………………………… 内４ 

２．国土交通省 
・大規模災害復興法に基づく権限代行の実施について ……… 国１ 

・能登半島を南北に結ぶ幹線道路の複線化の状況 …………… 国２ 

・土砂災害への対応状況 ………………………………………… 国３ 

・鉄道の状況について …………………………………………… 国４ 

・港湾・港湾海岸の現況と対応方針 …………………………… 国５ 

・能登空港の状況 ………………………………………………… 国６ 

・下水道施設の対応状況（石川県） …………………………… 国７ 

・観光復興に向けた支援 ………………………………………… 国８ 

３．農林水産省 
・漁港の復旧・復興について …………………………………… 農１ 

・農林水産省における直轄代行の検討状況 …………………… 農２ 

４．財務省 
・能登半島地震被害の被災者に係る所得税等の特別措置 …… 財１ 

５．厚生労働省 
・生活福祉資金貸付の特例と新たな交付金制度の創設 ……… 厚１ 

・水道の復旧状況 ………………………………………………… 厚２ 

・被災者の医療・健康支援や高齢者等の支援 ………………… 厚３ 

６．総務省 
・応援職員の派遣・支援者への支援 …………………………… 総１ 

・通信・放送インフラの復旧と偽・誤情報対策 ……………… 総２ 

７．経済産業省 
・電力の復旧状況 ………………………………………………… 経１ 

・中小企業・小規模事業者のなりわい再建にむけて ………… 経２ 
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２
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仮
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２
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被
害
認
定
調
査
・罹
災
証
明
書
の
交
付
に
向
け
た
取
組
状
況
（

1月
31
日
時
点
）

○
航
空
写
真
の
活
用
、エ
リア
一
括
で
の
「全
壊
」判
定
等
に
よ
り、
被
害
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定
調
査
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簡
素
化
を
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的
に
推
進
。
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付
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図
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。

○
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テ
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付
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。
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。
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通
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通
り周

辺
地
区
に
つ
い
て
、

航
空
写
真
を
活
用
し、
エ
リア

一
括
で
「全
壊
」判
定
を
実
施

・申
請
受
理
後
、即

日
で
罹
災
証

明
書
を
交
付

（
輪
島
市
）

・応
急
危
険
度
判
定
で
「危
険
」と
判

定
され
た
住
家
（

2,
20

0棟
程

度
）
に
つ
い
て
、東

京
都
職
員
等
が

写
真
に
よ
り、
「全
壊
」判
定
を
実
施
。

（
珠
洲
市
）

・航
空
写
真
、ド
ロー
ン
で
撮
影
し

た
写
真
を
積
極
的
に
活
用
し、

判
定
を
実
施
。

１
階
が
崩
壊
（
全
壊
）

ドロ
ー
ン
で
撮
影
した
写
真

（
令
和
６
年
１
月
撮
影
）

航
空
写
真

（
令
和
６
年
１
月
撮
影
・国
土
地
理
院
提
供
）

全
壊 全
壊

損
害
割
合

30
%

＜
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取
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よ
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よ
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損
＞
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令和６年２月１日  

内閣府特命担当大臣（防災） 

（国土強靭化担当） 

 

令和６年能登半島地震からの復興まちづくりの進め方 

 

 

（背景・課題） 

令和６年能登半島地震による被害は、市街地ばかりでなく、農山漁村等の集

落地域にも広がっている。また、その態様も、地震の揺れによる被害のほか、

火災や津波、液状化などそれぞれの地域・地区で異なっている。 

したがって、被災した地域・地区においては、地域・地区ごとの将来の姿を

見据えながら、復旧、復興を図っていくことが必要となる。 

 

 

（進め方） 

被災自治体による地域・地区の実情に応じた復興まちづくり計画の円滑な策

定とそれに基づく施策・事業の実施を、政府として支援するため、関係府省が

緊密に連携し、以下の取組みを実施する。 

①  自治体による具体的な復興まちづくり計画の策定及びそれに基づく施

策・事業の実施の参考となるよう復興まちづくり及びなりわい・にぎわい

の再生に当たっての考え方の整理、手順の明示 

②  復興まちづくり及びそれを進める上で重要な要素となるなりわい・にぎ

わいの再生の具体化に資する関係府省の施策・事業の総合的な整理 

③ その他、復興まちづくり、なりわい・にぎわいの再生を行う上での留意事

項の整理 

 

上記について、２月中を目途に出来る限り速やかに石川県をはじめとする

被災自治体に提供を行うとともに、その後も引き続き内閣府（防災）のもと

関係府省が連携の上、被災自治体等の復興まちづくりを継続的に支援する。 

 

 

（以上） 

内４ 
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洲
市

至
輪
島
市
街
地

出
典
：
国
際
航
業
株
式
会
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

撮
影
：
国
際
航
業
株
式
会
社
、
株
式
会
社
パ
ス
コ

写
真
③
輪
島
港

写
真
④
七
尾
港

写
真
⑥
能
登
空
港

大
規
模
災
害
復
興
法
に
基
づ
く
権
限
代
行
の
実
施
に
つ
い
て

○
大
規
模
災
害
復
興
法
に
基
づ
く
非
常
災
害
の
指
定
が
な
さ
れ
（
1
/
1
9
）
、
同
法
律
に
基
づ
く
石
川
県
や
富
山
県
等
か
ら
の
要
請
を
踏
ま
え
、
輪
島
港
や
能
登
空
港
、

宝
立
正
院
海
岸
、
国
道
２
４
９
号
沿
岸
部
に
お
け
る
地
す
べ
り
対
策
等
、
国
が
災
害
復
旧
工
事
を
代
行
す
る
。

（
能
越
自
動
車
道
の
石
川
県
管
理
区
間
、
国
道
２
４
９
号
沿
岸
部
、
国
道
２
４
９
号
沿
い
の
地
す
べ
り
対
策
事
業
、
河
原
田
川
の
河
川
・
砂
防
事
業
に
つ
い
て
、
道
路
法
、
河
川
法
及
び
地
す
べ
り
等
防
止
法
等

に
基
づ
き
、
国
が
石
川
県
に
代
わ
っ
て
本
格
的
な
災
害
復
旧
の
代
行
等
を
決
定
済
み
（
1
/
2
3
）
）

（ 1
/2
3権
限
代
行
等
決
定
）

港
湾

空
港

地
す
べ
り

海
岸

地
す
べ
り
（
直
轄
事
業
）

（
1/
23
権
限
代
行
等
決
定
）

写
真
⑤
和
倉
港
海
岸

＜
港
湾
＞
８
港
湾

七
尾
港
、
飯
田
港
、
輪
島
港
、
宇
出
津
港
、

穴
水
港
、
小
木
港
、
伏
木
富
山
港
、
和
倉
港

＜
空
港
＞
能
登
空
港

＜
海
岸
＞
３
海
岸

珠
洲
市
正
院
町
～
宝
立
町

○
宝
立
正
院
海
岸

○
飯
田
港
海
岸

（
・
鵜
飼
漁
港
海
岸
（
農
水
）
）

七
尾
市
和
倉
町

○
和
倉
港
海
岸

＜
地
す
べ
り
＞
５
箇
所

R2
49
沿
岸
部
関
連
土
砂
災
害

（
地
す
べ
り
等
防
止
法
に
基
づ
く
直
轄
事
業
２
箇
所
を
含
む
）

権
限
代
行
の
実
施
箇
所

海
岸

港
湾

空
港

地
す
べ
り

ほ
う
り
ゅ
う
し
ょ
う
い
ん

う
か
い

お
ぎ

う
し
つ

ふ
し
き
と
や
ま

上
戸
町

凡
例 建
設
海
岸

港
湾
海
岸

漁
港
海
岸

津
波
浸
水
範
囲

正
院
町

宝
立
町

飯
田
町

宝
立
正
院
海
岸

写
真
⑦
宝
立
正
院
海
岸

宝
立
正
院
海
岸

飯
田
港
海
岸

飯
田
港

戸谷嘉文(TOYAYoshifumi)
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のと三井IC
み い

のと里山空港IC
さとやま くうこう

穴水IC
あなみず

越の原IC
こし はら

別所岳SA
べっしょだけ

通行止

復旧作業中

横田IC
よ こ た

徳田大津IC
と く だ お お つ

高田IC
たかた

西山IC
にしやま

西山PA
にしやま

上棚矢駄IC
うわだなや だ

徳田大津JCT
と く だ お お つ

緊急車両等のみ
通行可

一方通行(40km/h規制)

柳田IC
～徳田大津IC
北向きは

緊急車両等のみ通行可
(40km/h規制)

七尾IC
ななお

七尾城山IC
ななおじょうやま

通行可
50km/h規制

輪島市
わ じ ま

穴水町
あなみずまち

七尾市
ななお

志賀町
し か まち

E41

E41

中能登町
なか の と まち

E41

E86

E41

能
越
自
動
車
道
（
国
管
理
）

延長4.7㎞

延長6.2㎞

延長15.5㎞

の
と
里
山
海
道
（
石
川
県
管
理
）

能
越
自
動
車
道

通行可
40km/h規制

能登半島を南北に結ぶ幹線道路の複線化の状況

通行止
復旧作業中

延長
11.5㎞

延長
37.2㎞

現在の通行状況
２月2日(金)

穴水方面 通行可
一方通行

（40km/h規制）
約４．７ｋｍ

能越自動車道の状況

県
道
七
尾
輪
島
線
他

２
車
線
通
行
可
（
対
面
）※

国
道
２
４
９
号

２
車
線
通
行
可
（
対
面
）

国
道
１
５
９
号
・
国
道
１
６
０
号

２
車
線
通
行
可
（
対
面
）

並行一般道の
状況

緊急復旧の予定

能
越
自
動
車
道
（
石
川
県
管
理
）※

の
と
里
山
海
道
と
重
複

※柏木穴水線
のと里山空港IC付近～穴水IC付近は南向き一方通行

現道活用
区間

事業中

事業中

七尾大泊IC
ななおおおとまり

2月1日10時 時点

２月下旬 3月中旬

発災

緊急復旧

応急復旧

本復旧

緊急復旧の流れ

発災直後の被災状況 緊急復旧（１車線確保）

北向き 北向き

北向き

対面通行

通行止解除
（北向き）

一方通行へ
交通切り替え
（北向き）

対面通行
（２車線）

通行止解除
（北向き）

並行現道を
活用し

ワンウェイ確保

通行止解除
（北向き）

南
向
き
一
方
通
行

戸谷嘉文(TOYAYoshifumi)
テキストボックス
国２



③
④

す
ず
し

に
え
ま
ち

③
石
川
県
珠
洲
市
仁
江
町

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
る
土
砂
災
害
へ
の
対
応
状
況

わ
じ
ま
し
い
ち
の
せ
ま
ち

②
石
川
県
輪
島
市
市
ノ
瀬
町

○
土
砂
災
害
は
2
2
6
件
発
生
（
石
川
県
1
9
6
件
、
新
潟
県
1
7
件
、
富
山
県
1
3
件
）
（
令
和
6
年
1
月
3
0
日
1
3
時
時
点
）
。
ま
た
、
石
川
県
で
は
6
河
川
（
1
4
箇
所
）
で

河
道
閉
塞
等
（
土
砂
ダ
ム
）
を
確
認
。
国
は
県
と
連
携
し
、
T
E
C
-
F
O
R
C
E
に
よ
る
調
査
や
監
視
カ
メ
ラ
を
設
置
す
る
な
ど
監
視
体
制
を
構
築
。

○
土
砂
災
害
発
生
箇
所
の
う
ち
、
不
安
定
な
状
態
で
斜
面
や
渓
流
内
に
土
砂
・
流
木
が
堆
積
し
、
今
後
の
降
雨
に
よ
り
二
次
災
害
が
発
生
す
る
お
そ

れ
が
高
い
、
石
川
県
河
原
田
川
及
び
国
道
２
４
９
号
の
沿
岸
部
に
お
い
て
、
国
直
轄
に
よ
る
緊
急
的
な
土
砂
災
害
対
策
を
実
施
中
。

○
新
た
に
、
自
治
体
か
ら
の
要
請
を
踏
ま
え
、
国
道
２
４
９
号
沿
岸
部
の
地
す
べ
り
対
策
を
権
限
代
行
等
に
よ
り
着
手
。

わ
じ
ま
し
く
ま
の
ま
ち

①
石
川
県
輪
島
市
熊
野
町

千
谷
川

す
ず
し

し
み
ず
ま
ち

④
石
川
県
珠
洲
市
清
水
町

⑧
⑦

⑥
⑤

⑨

わ
じ
ま
し
ふ
か
み
ま
ち

⑥
石
川
県
輪
島
市
深
見
町

わ
じ
ま
し
な
ふ
ね
ま
ち

⑦
石
川
県
輪
島
市
名
舟
町

わ
じ
ま
し
し
ぶ
た
ま
ち

⑧
石
川
県
輪
島
市
渋
田
町

発
災
時

仮
排
水
路
設
置
部
掘
削

応
急
対
策
状
況

湛
水
池

応
急
対
策
状
況

大
型
土
の
う
製
作
・
設
置

わ
じ
ま
し
ま
ち
の
ま
ち

そ
そ
ぎ

⑨
石
川
県
輪
島
市
町
野
町
曽
々
木

：
新
た
に
着
手
す
る
箇
所

：
対
策
着
手
済
み
の
箇
所

わ
じ
ま
し
お
お
の
ま
ち

⑤
石
川
県
輪
島
市
大
野
町

深
見
川

湛
水
池

湛
水
池

②
①

河
原
田
川

か
わ
ら
だ
が
わ

発
災
時

河
道
閉
塞
等
発
生
箇
所

（
寺
地
川
、
鈴
屋
川
、
金
蔵
川
（
田
長
川
）
）

河
道
閉
塞
等
発
生
箇
所

（
山
田
川
）

河
道
閉
塞
等
発
生
箇
所

（
河
原
田
川
、
紅
葉
川
（
猿
谷
）
）

監
視
カ
メ
ラ
の
設
置

（
輪
島
市
市
ノ
瀬
町
）

河
道
閉
塞
箇
所

監
視
体
制
の
構
築

テキストボックス
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に
し
ぎ
し

西
岸
駅

B
④

1/
2

2 
ホ
ー
ム
の
様
子

七
尾
駅
構
内

あ
な
み
ず

穴
水
駅 2/

15
運
転
再
開

予
定

2/
15

運
転
再
開

予
定

1/
15

 運
転
再
開1/

2
2
運
転
再
開

A
②

B
②

の
と
か
し
ま

能
登
鹿
島
駅

わ
く
ら
お
ん
せ
ん

和
倉
温
泉
駅

な
な
お

七
尾
駅

は
く
い

羽
咋
駅

た
か
ま
つ

高
松
駅

B
①

の
と
な
か
じ
ま

能
登
中
島
駅

A
①

B
④
、

B
⑤
、

B
⑥
、

A
⑥

【
Ｊ
Ｒ
七
尾
線
】

※
A
④
、

B
①
～

B
⑥
の
写
真
は

Ｊ
Ｒ
西
日
本
提
供

【
の
と
鉄
道
】

令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
の
影
響
に
よ
る
鉄
道
の
状
況
に
つ
い
て 令

和
６
年
１
月
３
1
日
1
1
:0
0
時
点

穴
水
駅
構
内

レ
ー
ル
損
傷

A
①

能
登
鹿
島
駅
～
穴
水
駅
間

土
砂
流
入

A
②

路
盤
損
傷

西
岸
駅
～
能
登
鹿
島
駅
間

A
③

○
１
月
１
５
日
以
降
に
再
開
し
た
路
線

・
J
R
西
日
本
七
尾
線
（
高
松
駅
～
羽
咋
駅
間
）
（
１
５
日
始
発
か
ら
）

・
J
R
西
日
本
七
尾
線
（
羽
咋
駅
～
七
尾
駅
間
）
（
２
２
日
始
発
か
ら
）

ホ
ー
ム
損
傷

和
倉
温
泉
駅
構
内

B
①

※
A
①
、

A
②
、

A
③
の
写
真
は

の
と
鉄
道
提
供

：
運
休
区
間

：
再
開
区
間

A
の
と
鉄
道
七
尾
線
（
３
３

. １
km
）

○
運
休
区
間
：
七
尾
駅
～
穴
水
駅
間
（
全
線
）

和
倉
温
泉
駅
～
能
登
中
島
駅
間
は
、
２
月
１
５
日
（
木
）
か
ら
運
転
再
開
予
定
※
１

能
登
中
島
駅
～
穴
水
駅
間
は
、
４
月
中
の
運
転
再
開
を
目
指
し
て
、

JR
西
日
本
に
お
い
て
復
旧
工
事
中
※
１

１
月
９
日
～
１
０
日
現
地
調
査
実
施
（
合
計
１
２
名
）
：
T
E
C
-
F
O
R
C
E
５
名
、
鉄
道
・
運
輸
機
構
鉄
道
災
害
調
査
隊
（
R
A
IL
-
F
O
R
C
E
）
７
名

１
月
１
８
日
～

T
E
C
-
F
O
R
C
E
３
名
を
の
と
鉄
道
に
派
遣
・
常
駐
。
ｰ
復
旧
作
業
支
援
の
た
め
の
連
絡
調
整
等

１
月
２
９
日
～

七
尾
駅
～
穴
水
駅
間
で
、
代
行
バ
ス
を
運
行
中
※
２

B
Ｊ
Ｒ
西
日
本
七
尾
線
（
５
９

.５
km
）

○
運
休
区
間
：
七
尾
駅
～
和
倉
温
泉
駅
間
（
５
.１
km
）
七
尾
駅
～
和
倉
温
泉
駅
間
は
、
２
月
１
５
日
（
木
）
か
ら
運
転
再
開
予
定
※
１

※
１
１
月
３
１
日
の
と
鉄
道
、
J
R
西
日
本
よ
り
発
表

１
月
１
１
日

現
地
調
査
実
施
：
T
E
C
-
F
O
R
C
E
５
名

※
２
１
月
２
６
日
の
と
鉄
道
よ
り
発
表

◎
１
月
１
９
日
鉄
道
等
の
災
害
復
旧
に
係
る
事
業
間
連
携
に
関
す
る
連
絡
調
整
会
議
（
省
内
関
係
局
、
鉄
道
事
業
者
）
を
開
催

◎
１
月
２
５
日
鉄
道
等
の
災
害
復
旧
に
係
る
事
業
間
連
携
に
関
す
る
地
方
連
絡
調
整
会
議
（
北
陸
地
整
局
、
北
信
運
輸
局
、
石
川
県
、
鉄
道
事
業
者
等
）
を
開
催

金
沢
駅
構
内

1/
2

2 
始
発
列
車
出
発

B
③

1/
2

2 
特
急
列
車
到
着

七
尾
駅
構
内

B
⑤

B
⑥

1/
2

2 
特
急
列
車

七
尾
駅
構
内

至
金
沢
駅

B
③

1/
29
よ
り

代
行
バ
ス

運
行
開
始

路
盤
復
旧
状
況

七
尾
駅
～
和
倉
温
泉
駅
間

B
②

A
④
、

A
⑤

A
④

ホ
ー
ム
復
旧
状
況

能
登
中
島
駅
構
内

能
登
中
島
駅

A
⑤

1/
29

 代
行
バ
ス
出
発

七
尾
駅

A
⑥

1/
29

 代
行
バ
ス
到
着

4月
中
の

運
転
再
開
を

目
指
し

復
旧
工
事
中

A
③

テキストボックス
国４



令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
に
よ
る
港
湾
・
港
湾
海
岸
の
現
況
と
対
応
方
針


能
登
地
域
の
港
湾
で
は
、
港
湾
全
体
に
被
害
が
及
ん
で
お
り
、
石
川
県
か
ら
の
要
請
に
よ
り
、
七
尾
港
、
輪
島
港
、
飯
田
港
、
小
木
港
、
宇
出
津
港
、

穴
水
港
の
計
６
港
に
つ
い
て
、
港
湾
法
に
基
づ
き
、
港
湾
施
設
の
一
部
管
理
を
国
土
交
通
省
に
て
実
施
し
て
い
る
。


ま
た
、
石
川
県
、
富
山
県
、
七
尾
市
か
ら
の
要
請
に
よ
り
、
上
記
６
港
に
伏
木
富
山
港
、
和
倉
港
を
加
え
た
計
８
港
２
海
岸
に
つ
い
て
、
大
規
模
災
害
復
興
法
に

基
づ
く
代
行
復
旧
に
よ
り
、
「
海
上
支
援
物
資
輸
送
拠
点
」
「
生
業
再
開
支
援
拠
点
」
「
建
設
資
材
供
給
拠
点
」
「
再
度
災
害
防
止
」
の
各
方
針
に
沿
っ
て
、
本
格

的
な
復
旧
作
業
を
迅
速
に
進
め
る
。

福
浦
港

宇
出
津
港

穴
水
港

輪
島
港
（
最
大
水
深
7
.5
m
、
延
長
2
2
0
m
）

穴
水
港
（
最
大
水
深
4
.0
m
、
延
長
1
8
7
m
）

１
岸
壁
が
利
用
可
能

宇
出
津
港
（
最
大
水
深
4
.0
m
、
延
長
20
5
m
）

応
急
復
旧

本
格
復
旧
方
針

本
格
復
旧
方
針

・
建
設
資
材
供
給
拠
点
→
水
深
4
.0
m
の
２
岸
壁
を
復
旧

本
格
復
旧
方
針

・
建
設
資
材
供
給
拠
点
→
水
深
4
.0
m
の
２
岸
壁
を
復
旧

石
川
県
管
理

石
川
県
管
理

石
川
県
管
理

・
海
上
支
援
物
資
輸
送
拠
点

・
生
業
再
開
支
援
拠
点

・
再
度
災
害
防
止

和
倉
港
・
和
倉
港
海
岸
（
最
大
水
深
3
.0
m
、
延
長
6
0m
）

本
格
復
旧
方
針

・
生
業
再
開
支
援
拠
点

→
海
岸
保
全
施
設
等
を
復
旧

七
尾
市
管
理

水
深
4
.5
m
岸
壁
×
４

【
主
な
利
用
条
件
と
対
応
状
況
】

・
一
部
の
岸
壁
で
、
水
深
が
最
大
1
m
程
度
浅
く
な
っ
て
い
る
。

→
当
面
、
水
深
3.
5m
程
度
の
物
揚
場
と
し
て
運
用
。

応
急
復
旧

５
岸
壁
中
４
岸
壁
が
利
用
可
能

小
木
港
（
最
大
水
深
5
.0
m
、
延
長
1
6
0
m
）

本
格
復
旧
方
針

・
建
設
資
材
供
給
拠
点

→
水
深
5
.0
m
、
4
.5
m
の
岸
壁
を
復
旧

石
川
県
管
理

七
尾
港
（
最
大
水
深
1
1
.0
m
、
延
長
2
6
0
m
）

８
岸
壁
中
３
岸
壁
が
利
用
可
能

水
深
1
1
.0
m
岸
壁

水
深
9
.0
m
岸
壁
、
水
深
7
.5
m
岸
壁

【
主
な
利
用
条
件
と
対
応
状
況
】

・
岸
壁
法
線
に
近
い
位
置
は
重
量
物
を
置
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

（一
般
車
両
は
走
行
可
能
）

→
回
復
に
は
抜
本
的
な
復
旧
工
事
が
必
要
で
あ
り
、
岸
壁
法
線
の
近
く
に
重
量

物
を
置
か
な
い
よ
う
に
運
用
。

飯
田
港
・
飯
田
港
海
岸
（
最
大
水
深
5
.5
m
、
延
長
1
00
m
）

２
岸
壁
中
１
岸
壁
が
利
用
可
能

水
深
4
.5
m
岸
壁

応
急
復
旧

本
格
復
旧
方
針

応
急
復
旧

本
格
復
旧
方
針

・
海
上
支
援
物
資
輸
送
拠
点

・
再
度
災
害
防
止

石
川
県
管
理

石
川
県
管
理

伏
木
富
山
港
（
最
大
水
深
1
4
.0
m
、
延
長
28
0
m
）

・
生
業
再
開
支
援
拠
点

→
国
有
の
岸
壁
・
臨
港
道
路
を
復
旧

→
主
要
な
県
有
の
施
設
を
復
旧

富
山
県
管
理

・
海
上
支
援
物
資
輸
送
拠
点

・
生
業
再
開
支
援
拠
点

・
再
度
災
害
防
止

本
格
復
旧
方
針

伏
木
富
山
港

滝
港

輪
島
港

飯
田
港

小
木
港

半
ノ
浦
港

魚
津
港

和
倉
港

避
難
港

重
要
港
湾

管
理
の
一
部
を
代
行

し
て
い
る
港
湾

地
方
港
湾

国
際
拠
点
港
湾

七
尾
港

応
急
復
旧
の

状
況
（
１
月
1
2
日
）

応
急
復
旧
の
状
況
（
１
月
９
日
）

応
急
復
旧
の
状
況
（
１
月
５
日
）

応
急
復
旧
の
状
況
（
１
月
2
5
日
、
市
施
工
）

→
水
深
7
.5
m
を
確
保
し
て
岸
壁
を
復
旧

【
主
な
利
用
条
件
と
対
応
状
況
】

・
地
震
に
よ
る
地
盤
隆
起
に
よ
り
、
岸
壁
水

深
が
最
大
1
.5
m
程
度
浅
く
な
っ
て
い
る
。

→
水
深
6
m
の
岸
壁
と
し
て
運
用
。

・
岸
壁
の
背
後
に
最
大
2
m
の
段
差
が
発
生
。

→
応
急
復
旧
で
車
両
の
ア
ク
セ
ス
経
路
を

確
保
済
。

→
水
深
5
.5
m
、
4
.5
m
、
4
.0
m
の
岸
壁
を
復
旧

→
防
波
堤
・
海
岸
保
全
施
設
等
を
復
旧

【
主
な
利
用
条
件
と
対
応
状
況
】

・
航
路
内
に
小
型
船
が
沈
没
し
て
い
る
の
で
、
航

行
時
に
注
意
が
必
要
。

→
泊
地
内
の
沈
没
船
の
撤
去
一
部
完
了
（
1
8

日
）
。
引
き
続
き
浚
渫
作
業
実
施
中
。

・
ア
ク
セ
ス
経
路
に
う
ね
り
が
生
じ
て
い
る
。

→
応
急
復
旧
を
実
施
し
、
作
業
完
了
（
9
日
）
。

→
国
有
の
水
深
1
1
m
、
1
0
m
、
9
m
の
岸
壁
を
復
旧

→
県
有
の
水
深
7
.5
m
、
5
.5
m
×
２
の
岸
壁
を
復
旧

→
海
岸
保
全
施
設
等
を
復
旧

【
主
な
利
用
条
件
と
対
応
状
況
】

・
液
状
化
の
影
響
に
よ
り
、
車
両
が

走
行
で
き
な
い
ア
ク
セ
ス
経
路
が

あ
る
。

→
応
急
復
旧
を
実
施
し
、
車
両
の

走
行
経
路
を
確
保
済
（
1
2日
）
。

代
行
復
旧

代
行
復
旧

代
行
復
旧

代
行
復
旧

代
行
復
旧

代
行
復
旧

代
行
復
旧

代
行
復
旧
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令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
能
登
空
港
の
状
況

• •

•
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令
和
６
年
能
登
半
島
地
震
に
伴
う
下
水
道
施
設
の
対
応
状
況
（
石
川
県
）

圧
送
管
の
逆
止
弁
破
損

圧
送
管
が
破
損

○
応
急
対
応
の
事
例

七
尾
市

バ
イ
パ
ス
管
に
よ
り
下
流
の
マ
ン

ホ
ー
ル
に
送
水

能
登
町

バ
キ
ュ
ー
ム
車
に
よ
り
下
水
処
理
場
へ

運
搬

〇
処
理
場
・
ポ
ン
プ
場
の
復
旧
状
況

6市
町
平
均

82
%

石
川
県
平
均

95
%

全
国
平
均

93
%

20
%

5% 10
%

50
%

86
%

81
%

12
%

5% 2%

自
治
体
名

汚
水

処
理

人
口

普
及
率

下
水
道
処
理

人
口
普
及
率

農
業
集
落
排
水

施
設
等
処
理

人
口
普
及
率

合
併
処
理

浄
化
槽
等

人
口
普
及
率

〇
汚
水
処
理
人
口
普
及
率

○
全
国
自
治
体
の
下
水
道
職
員
や
民
間
事
業
者
（
下
水
道
管
路
管
理
業
協
会
等
）
が
下
水
道
管
路
の
復
旧
支
援
を
実
施
（
1
/
5
～
）

○
日
本
下
水
道
事
業
団
に
よ
り
、
稼
働
停
止
の
下
水
処
理
場
、
ポ
ン
プ
場
の
緊
急
支
援
を
実
施
（
1
/
7
～
）

○
下
水
道
の
復
旧
に
つ
い
て
は
、
水
道
の
復
旧
状
況
に
遅
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
上
下
水
道
一
体
と
な
っ
て
早
期
復
旧
に
向
け
た
支
援
を
実
施
（
1
/
8
～
）

○
集
落
排
水
施
設
（
農
水
省
）
、
浄
化
槽
（
環
境
省
）
と
連
携
し
、
早
期
復
旧
に
取
り
組
む

残
り
の
4
99
km
（
内
6市
町
3
74
km
）
に
つ
い
て
は

流
下
機
能
の
有
無
を
確
認
中

※
流
下
機
能
な
し
が
確
認
さ
れ
た
箇
所
で
は
、
バ
イ
パ
ス
管

の
設
置
な
ど
の
応
急
対
応
に
よ
り
流
下
機
能
を
確
保

〇
下
水
道
管
路
の
状
況

〇
上
下
水
道
一
体
と
な
っ
た
復
旧
の
例
（
集
落
排
水
、
浄
化
槽
含
む
）

発
災
当
初

現
在

下
水
処
理
場

稼
働
停
止

１
５
箇
所
⇒

０
箇
所

ポ
ン
プ
場

稼
働
停
止

５
箇
所

⇒
２
箇
所

１
月
末

２
月
末

岩
屋
浄
水
場
の
エ
リ
ア
の
一
部
地
域

下
水
道

集
落
排
水

浄
化
槽

復
旧
見
込

備
考

七
尾
市

施
設

上
水
道

汚
水
処
理

施
設

上
水
道
の
復
旧
に
遅
れ
る
こ
と
が

な
い
よ
う
に
応
急
対
応
を
実
施

自
治
体
名

全
管
路
延
長

（
km
）

マ
ン
ホ
ー
ル
内

目
視
実
施
率

七
尾
市

23
1

1
00
%

1
5
7
(6
8%
)

輪
島
市

18
0

7
6%

5
2
(2
9%
)

珠
洲
市

10
4

1
00
%

6
(6
%)

志
賀
町

14
8

1
00
%

1
3
8
(9
3%
)

穴
水
町

3
9

1
00
%

9
(2
4%
)

能
登
町

7
9

1
00
%

4
5
(5
8%
)

6
市
町
計

78
1

9
4%

4
0
7
(5
2%
)

石
川
県
計

6,
3
42

98
%

5,
84
3
(9
2%
)

被
害
な
し
・

流
下
機
能
確
保

（k
m
）
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１
．
宿
泊
施
設
の
被
害
・キ
ャン
セ
ル
状
況

＜
能
登
地
域
＞

ほ
とん
どの
宿
泊
施
設
で
甚
大
な
被
害
が
出
て
お
り、
稼
働
で
き
て
い
な
い

＜
金
沢
・加
賀
・白
山
地
域
＞

稼
働
して
い
る
も
の
の
、多

数
の
キ
ャン
セ
ル
・予
約
控
え
が
発
生

被
災
に
よ
る
休
業
中
の

主
な
温
泉
地

稼
働
中
の
主
な
温
泉
地

石
川

珠
洲
市

七
尾
市

輪
島
市

金
沢
市

志
賀
町

羽
咋
市

津
幡
町

山
中
温
泉

山
代
温
泉

片
山
津

温
泉

粟
津
温
泉 白
山
市

小
松
市

湯
湧
温
泉

輪
島
温
泉
郷

和
倉
温
泉

２
．
観
光
復
興
に
向
け
た
取
組
の
柱

観
光
復
興
に
向
け
た
支
援

○
能
登
地
域
に
つ
い
て
は
、ほ
とん
どの
宿
泊
施
設
で
甚
大
な
被
害
が
出
て
お
り、
稼
働
で
き
て
い
な
い
。

○
金
沢
・加
賀
地
域
等
の
石
川
県
内
の
宿
泊
施
設
、富

山
県
、福

井
県
、新

潟
県
の
宿
泊
施
設
は
、稼

働
して
い
る
も
の
の
、多

数
の
キ
ャン
セ
ル
・予
約
控
え
が
発
生
。

○
被
災
した
施
設
の
建
物
・設
備
の
復
旧
（
経
済
産
業
省
と連

携
）

○
被
災
事
業
者
の
従
業
員
の
雇
用
維
持
（
厚
生
労
働
省
と連

携
）

○
風
評
被
害
対
策
とし
て
、観

光
地
や
交
通
機
関
の
現
状
に
関
す
る
正
確
な
情
報

発
信
と観

光
プ
ロ
モ
ー
シ
ョン

→
北
陸
新
幹
線
金
沢
～
敦
賀
間
開
業
の
機
会
も
捉
え
、北

陸
地
域
に
関
す
る

正
確
な
情
報
発
信
や
被
災
地
の
観
光
復
興
・北
陸
地
域
全
体
の
誘
客
に
資
す

る
プ
ロモ
ー
シ
ョン
を
、２

～
３
月
の
間
重
点
的
に
実
施

○
被
災
地
の
状
況
を
踏
ま
え
た
旅
行
需
要
喚
起

→
「北
陸
応
援
割
」（
補
助
率
50
%
、最

大
20
,0
00
円
／
泊
）
を可

及
的
速

や
か
に
開
始
し、
GW

前
まで
（
３
～
４
月
）
を念

頭
に
旅
行
需
要
喚
起
を図

る
→

能
登
地
域
に
つ
い
て
は
、復

興
状
況
を
見
な
が
ら、
よ
り手

厚
い
旅
行
需
要
喚

起
策
を
検
討

○
能
登
地
域
の
観
光
拠
点
・観
光
資
源
の
再
生

→
観
光
地
の
復
旧
計
画
の
策
定
・実
行
支
援
、ま
ち
づ
くり
支
援
、コ
ン
テ
ンツ
造

成
の
支
援

○
ふ
る
さと
納
税
を
活
用
した
特
産
品
販
売
、旅

行
等
の
促
進
（
総
務
省
と連

携
）

加
賀
市
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▲

▲ ▲▲

●

●●●

● ●

●● ●

▲

▲

●
●

●
●

▲
▲

▲

漁
港

の
復

旧
・
復

興
に
つ
い
て

美
川

安
宅

● ●

●
橋

立

■
石

川
県

内
6
9
漁

港
の

う
ち
、

6
0
漁
港
で
被
災
（
1月

2
9
日
時

点
）
し
、
輪

島
市

・
珠
洲

市
を
中
心

に
地
盤

隆
起
を
多

数
確
認

。
引
き
続
き
、
詳
細
な
被
災
状
況
の
把
握
や
早
期
利
用
に
向
け

た
応

急
復
旧

等
を
予
定

。
■
通

常
の

被
災

箇
所

に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
方
法
で
復
旧

を
実

施
。
地
盤

隆
起
等

重
篤
な
被
災

を
受

け
た
漁
港

に
つ
い
て
は
、
水
産
庁
の
支
援
の
も
と
、
復
旧
復
興
方
針
を
石
川
県
と

と
も
に
検

討
し
、
「
①

短
期

的
な
生
業
再
開
の
た
め
の
仮
復

旧
」と

「
②

中
長

期
的
な
機
能

向
上
の

た
め
の

本
復

旧
」の

２
つ
の
フ
ェ
ー
ズ
に
分
け
て
復
旧
。

■
大

規
模

災
害

復
興

法
に
基
づ
く
、
水
産
庁
に
よ
る
代
行
工
事

を
鵜
飼

（
う
か
い
）
漁
港

海
岸
、
狼
煙

（
の
ろ
し
）
漁

港
に
お
い
て
実
施
予
定
。

直
轄
代
行
工

事
（
漁
港
・
漁
港
海
岸
）

漁
港
復
旧
の
考
え
方

漁
業
の
再
開
状
況

○
通

常
レ
ベ
ル

の
被
災

漁
港
（
約
40

港
）
：
仮
復
旧
、
本
復
旧
を
実

施
し
、
順
次
操
業
を
再
開

凡
例

〇
第
１
種
漁
港

●
第
２
種
漁
港

△
第
３
種
漁
港

▲
第
４
種
漁
港

港
名
…
県
管
理
漁
港

被
害
の
調
査
状
況

調
査

中
調

査
済

陸
揚
げ
の
可
否

×● ▲

使
用

可
一

部
使

用
可

使
用

不
可

狼
煙
漁
港

宝
立

正
院

海
岸

被 災 状 況 の 把 握

復 旧 方 針 の 決 定

仮
復
旧

本
復

旧

①
短
期
的
な
生
業
再
開
の
た
め
の
仮
復
旧

②
中
長
期
的
な
機
能
向
上
の
た
め
の
本
復
旧

国
が
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ

仮
係

留
施

設

浚
渫

例
１
：
仮

係
留

施
設

浚
渫

航
路

例
２
：
航

路
開

削

浚
渫

航
路 泊

地

例
１
：
浚

渫
す
る

例
２
：
沖

出
し
す
る

○
地

盤
隆

起
等
重
篤
な
被
災
を
受
け
た
漁
港
（
約
20

港
）：

鵜
飼
漁
港
海
岸

大
規

模
災

害
復
興
法
に
基
づ
き
、
漁
港
海
岸
及
び
漁
港
に
つ
い
て
、
代
行
工
事
を
実
施
予
定

○
鵜

飼
（
う
か
い
）
漁
港
海
岸
（
珠
洲
市
管
理
）

被
災
し
た
宝
立
正
院
（
ほ
う
り
ゅ
う
し
ょ
う
い
ん
）
海

岸
付

近
の

一
連

の
海

岸
の
う
ち
、
鵜
飼
漁

港
海
岸

を
水

産
庁
に
お
い
て
直
轄
代
行
工

事
を
実

施
予

定
。

○
狼

煙
（
の

ろ
し
）
漁
港
（
県
管

理
、
第
４
種
漁
港
）

県
内
外
の
漁

船
が
避
難
港
と
し
て
も
利

用
し
、
地

盤
隆

起
の

被
害

が
あ
る
こ
と
か
ら
水
産

庁
に
お
い

て
直

轄
代
行
工

事
を
実
施
予
定

。

※
そ
の

他
の
隆

起
の
影
響
が
甚

大
で
、
原

形
復

旧
が

困
難

な
漁

港
に
つ
い
て
は
、
予
備
費
に
よ
る

水
産
庁
直
轄

の
調
査
を
今
年
度
内

に
実

施
。

○
一

定
の

生
活

環
境

が
整

い
、
漁

船
が

使
用

可
能

な
漁

業
者

は
、
陸

揚
げ
機

能
等
が
確
保
さ
れ
た
港
に
お
い
て
、
定

置
網

漁
業

等
で
一

部
操

業
を
再
開

。

※
石
川
県

か
ら
の
報

告
に
基
づ
き
、

水
産
庁
作
成
（
１
月
29

日
時
点
）

護
岸
の
転
倒

漁
業

再
開
状

況
（
七

尾
市
）

再
開

写
真

テキストボックス
農１



区
分

法
的

枠
組

現
在

の
検

討
状

況

海
岸 海
岸
保
全
施

設

大
規
模
災
害
復
興
法
第
４
８

条
に
基
づ
き
、
地
方
公
共
団

体
が
管
理
す
る
海
岸
保
全

施
設
の
災
害
復
旧
事
業
に

つ
い
て
、
国
に
よ
る
代
行

事
業
が
可
能
。

・
宝
立
正
院
（
ほ
う
り
ゅ
う
し
ょ
う
い
ん
）
海

岸
（
珠

洲
市

）
付

近
の
漁
港
海
岸
に
お
い
て
、
直

轄
代

行
を
実

施
予

定
。

水
産
庁
：
鵜
飼
漁
港
海

岸
国
土
交
通
省
水
管
理

・
国

土
保

全
局

：
宝

立
正

院
海

岸
国
土
交
通
省
港
湾
局

：
飯

田
港

海
岸

漁
港

外
郭
施
設
、
係

留
施

設
、

水
域
施
設
、
輸

送
施

設

大
規
模
災
害
復
興
法
第
４
３

条
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
が

管
理
す
る
漁
港
の
災
害
復

旧
事
業
に
つ
い
て
、
国
に
よ

る
代
行
事
業
が
可
能
。

・
狼
煙
漁
港
（
避
難
港
）
に
お
い
て
、
直

轄
代

行
を

実
施
予
定
。

林
地
荒
廃
・
林

地
荒

廃
防
止
施
設

山
腹
崩
壊
、
土

石
流

等
の

山
地
災
害

及
び
治

山
ダ
ム
、

土
留
工
等
の

治
山

施
設

森
林
法
第
４
１
条
に
基
づ
き
、

都
道
府
県
が
実
施
す
る
林

地
荒
廃
・
林
地
荒
廃
防
止
施

設
の
災
害
復
旧
事
業
等
に

つ
い
て
、
国
に
よ
る
直
轄

事
業
が
可
能
。

・
石
川
県
か
ら
の
要
望

を
踏

ま
え
、
国

土
の

保
全

上
特

に
重

要
な
も
の

で
あ
っ
て
、
大

規
模

で
高

度
な
技
術
を
要
す
る
山

腹
崩

壊
等

の
早

期
復

旧
に
向

け
、
奥

能
登

地
域

に
お
い
て
国

の
直

轄
事

業
を

実
施
予
定
。

具
体
的
な
区
域
に
つ
い
て
は

、
県
と
検
討
中
。

参
考
：
令
和
２
年
７
月
豪
雨
（
熊
本
県
）に

お
け
る
復
旧
事
例

地
す
べ
り
防

止
施

設

水
路
工
、
集
水

井
工

等
の

抑
制
工
及
び
杭

工
、
ア
ン

カ
ー
工
等
の
抑

止
工

大
規
模
災
害
復
興
法
第
４
９

条
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
が

管
理
す
る
地
す
べ
り
防
止
施

設
等
の
災
害
復
旧
事
業
に

つ
い
て
、
国
に
よ
る
代
行

事
業
が
可
能
。

・
石
川
県
の
稲
舟
地

区
（
輪

島
市

）
に
お
い
て

農
地
地
す
べ
り
の
工

事
の

直
轄

代
行

を
実

施
予

定
。

農
林
水
産
省
に
お
け
る
直
轄
代
行
の
調
整
状
況

令
和
６
年
１
月

3
0
日
時
点

臨
港

道
路
沈
下
・
亀
裂

着
工

前
完

成

直
・
正
院
地
区

上
戸
地
区

宝
立
地
区

鵜
飼

漁
港
海
岸

飯
田
港
海
岸

宝
立
正
院
海
岸
付
近

（
鵜
飼
漁
港
）

凡
例

水
管
理
・
国

土
保
全
局

港
湾
局

水
産
庁

戸谷嘉文(TOYAYoshifumi)
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農２



財
１



生
活

福
祉

資
金

貸
付

の
特

例
と

新
た

な
交

付
金

制
度

の
創

設
（

厚
労

省
）

（
目

的
）


高

齢
化

が
著
し
く
進
み
、
半
島
と
い
う
地

理
的

制
約

か
ら

地
域

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

の
再

生
が
乗
り
越
え
る
べ
き
課
題
で
あ
る
能
登
地
域

６
市

町
を

中
心
に
、
高
齢
者
の
割
合
が
著

し
く

高
い

地
域

で
は

長
期

の
貸

付
と

い
う

従
来
の
手
法
が
な
じ
み
に
く
い
こ
と
も
勘
案
し
、

新
た

な
交
付

金
制
度
を
創
設
。


高

齢
者

等
の

い
る
世
帯
が
住
ま
い
を
確
保
し

、
地

域
で

安
心
し
て

生
活

で
き

る
よ
う
、
地
域
福
祉
の
向
上
に
資
す
る
も
の
と
す
る
。

（
使

途
の

概
要

）


高
齢

者
等
の
い
る
世
帯
の
家
財
等
・

住
宅
再

建
に

対
す

る
支
援
の

た
め

の
給

付

【
支

援
対
象

】


能

登
地

域
６
市
町
を
中
心

（
※
）
に
、

①
家
財

等
（

自
家

用
車
含
む

）
の

滅
失
、

②
住
宅
半
壊
以
上
の
被
災
を
し
た
、
高
齢
者
・

障
害

者
の
い
る
世
帯

【
支

援
内
容

】


家

財
等

の
再
建
支
援
に
最
大
10
0万

円
、

住
宅

の
再

建
支

援
に
最
大

20
0万

円
、
合

計
最
大
30

0万
円
を
目
安


地

域
の

実
情
に
あ
わ
せ
た
福
祉
ニ
ー

ズ
の
高

い
被

災
者

の
支
援

Ⅱ
.
 
新

た
な

交
付

金
の

イ
メ

ー
ジ

（
詳

細
は

今
後

検
討

）

（
※
）
珠
洲
市
、
能
登
町
、
輪
島
市
、
穴
水
町
、
志
賀
町
、
七
尾
市
、
石
川
県
内
の
そ
の
他
の

類
似
の
事
情
が
あ
る
地
域

Ⅰ
.
生

活
福

祉
資

金
貸

付
の

特
例


生

活
福

祉
資

金
貸
付
の
う
ち
、
災
害
援
護
費

（
15
0万

円
以

内
）
・

住
宅

補
修

費
（

25
0万

円
以
内
）
の
特
例
措
置
と
し
て
、
据
置
期
間

の
延
長

（
６

月
か
ら
２
年
以
内
）
、
償
還
期

限
の

延
長

（
７
年
か

ら
20
年

以
内

）
を
実

施
。

１

戸谷嘉文(TOYAYoshifumi)
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○
概

ね
浄

水
場

ま
で

の
復

旧
は

完
了

○
復

旧
作

業
は

浄
水

場
か

ら
市

街
部

に
送

水
す

る
基

幹
管

路
や

そ
の

先
の

末
端

管
路

に
移

行

○
水

道
施

設
の

被
害

が
大

き
か

っ
た

珠
洲

市
内

の
一

部
地

域
や

、
送

水
管

の
復

旧
に

時
間

を
要

す
る

能
登

島
は

特
に

復
旧

に
時

間
を

要
す

る
見

込
み

赤
色
：
水
道
復
旧
に
特
に
期
間
を
要
す
る
地
区

黄
色
：
仮
設
浄
水
施
設
が
運
転
開
始
した
市
町

青
色
：
既
に
主
な
浄
水
場
ま
で
は
復
旧
した
市
町

浄
水
場
（
稼
働
中
）

凡
例

浄
水
場
（
未
復
旧
）

宝
立

浄
水
場

穴
水
町 七
尾
市

志
賀
町

地
原

浄
水

場

町
野

浄
水
場
大
谷
浄
水
場

輪
島

浄
水

場

内
浦

浄
水

場

五
十

里
浄

水
場

輪
島
市

能
登
町

矢
波
浄
水

場

い
か
り

ち
は
ら

う
ち
う
ら

わ
じ
ま

ま
ち
の

や
な

み

主
な

浄
水

場
断

水
解

消
の

見
込

み

輪
島
市

２
月
末
～
３
月
末

珠
洲
市

２
月
末
以
降
順
次

（
一
部
地
域
は
４
月
以
降
）

穴
水
町

２
月
末
～
３
月
末

能
登
町

２
月
末
～
３
月
末

七
尾
市

２
月
末
～
３
月
末

（
能
登
島
は
４
月
以
降
）

志
賀
町

２
月
末

（
一
部
地
域
は
３
月
末
）

※
1
月

2
7日

石
川
県

公
表
資
料
及
び

1月
2
8
日
七
尾
市
公
表
資
料
を
基
に
作
成

石
川
県
で
は
既
に
約
６
割
が
断
水
解
消
済
み

ほ
う
り
ゅ

う

お
お

た
に

浄
水
場
（
仮
設
浄
水

施
設
が
運
転
開
始
）

珠
洲
市 珠

洲
市

役
所

能
登

半
島

に
お

け
る

水
道

の
復

旧
状

況
（

厚
労

省
）

２

テキストボックス
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被
災

者
の

医
療

・
健

康
支

援
や

高
齢

者
等

の
支

援
(
厚

労
省

)

１
．

医
療
支

援

○
被

災
者

の
医
療
支
援
を
行

う
た

め
、

医
療

機
関

や
避
難

所
等
に
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
（
災
害
派
遣

医
療
チ

ー
ム
）
、
Ｄ
Ｐ
Ａ
Ｔ
(災

害
派

遣
精

神
医

療
チ

ー
ム
)、

Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ
（
日
本
医
師

会
災
害

医
療
チ
ー
ム
）
、
災
害

支
援

ナ
ー

ス
な

ど
の

医
療
チ
ー
ム
を
派
遣
。

【
医
療
チ
ー
ム
の
活
動
数

 
2月

1日
現
在
】

・
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ

12
7隊

、
Ｄ
Ｐ
Ａ
Ｔ
 9
隊
、
Ｊ
Ｍ
Ａ
Ｔ

 4
0隊

、
看
護

師
派
遣
 延

べ
約

2,
80
0人

Ⅰ
.
被

災
者

の
医

療
・

健
康

支
援

Ⅱ
.
高

齢
者

等
の

支
援

１
．

被
災
地

の
避
難

所
や
施
設
等
で
暮
ら
す

高
齢

者
等
の

支
援

○
避
難
所
や
被
災
地
施
設
等
で
暮
ら
す
高
齢

者
や
障
害
者
な
ど
の
要
配
慮
者
を
支
援
す

る
た
め
、

Ｄ
Ｗ
Ａ
Ｔ
（
災
害
派
遣
福
祉

チ
ー
ム
）
や
介
護
職
員
等
を
派
遣
。

1
.
5次

避
難

所
内

に
設

置
し

た
Ｄ

Ｗ
Ａ

Ｔ
に

よ
る

「
な

ん
で

も
福

祉
相

談
コ

ー
ナ

ー
」

石
川
県
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
調
整
本

部
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
現
場
活
動
（
患

者
搬
送
）

２
．

避
難
所

・
在
宅

等
の
衛
生
管
理
・
健
康
管
理
を
支
援

○
避

難
所

等
の
衛
生
管
理
や

感
染

症
管

理
を

行
い

、
被
災
者
の
健
康
を
守
る
た
め
、

Ｄ
Ｈ
Ｅ

Ａ
Ｔ
（
災
害
時
健
康
危

機
管

理
支

援
チ

ー
ム

）
や
保
健
師
、
感
染
症
の
専
門

家
チ
ー

ム
（
Ｄ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
:日

本
環

境
感

染
学

会
災

害
時

感
染
制
御
支

援
チ
ー
ム
）
な
ど

を
派
遣

。

○
避

難
所
・
在
宅
等
で
避
難

生
活

を
送

る
被

災
者

の
健
康
管
理
等
を
行
う
た
め
、
自

治
体
か

ら
提
供
を
受
け
た
要
支

援
者

リ
ス

ト
等

に
基

づ
き
、
全
国
の
自
治
体
か
ら
派

遣
さ
れ

た
保
健
師
等
が
巡
回
訪

問
等

を
実

施
。

【
Ｄ
Ｈ
Ｅ
Ａ
Ｔ
、
保
健
師
等
の
活
動
数
 
2月

1日
現
在
】

・
Ｄ
Ｈ
Ｅ
Ａ
Ｔ

10
チ
ー
ム
、

 保
健
師
等
 
57
チ
ー
ム

２
．

1.
5次

避
難
所

、
２
次
避
難
所
に
お
け
る
医
療
・
福
祉
の
体
制
強
化

○
1.
5次

避
難
所
や
２
次
避
難
所
で
暮
ら
す
高
齢
者

や
障
害
者
な
ど
の
要
配
慮
者
が
安

心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
1.
5
次
避
難
所
に
お
け
る
通
常
の
診
療
体
制

の
構
築
や
介
護
職
員
等
の
派
遣
、
生
活
相
談
窓

口
の
開
設
（
生
活
福
祉
資
金
の
貸

付
）
等
を
実
施
。

○
1.
5次

避
難
所
に
避
難
し
て
い
る
高
齢
者
の
県
内
外
の
福
祉
施
設
へ
の
入
所
調
整
を

実
施
。

〇
在

宅
等

で
避
難
生
活
を
送
る
被
災
者
の
見
守
り

を
強
化

し
、

適
切

に
保
健

・
医
療
・

福
祉

サ
ー

ビ
ス
に

つ
な
げ
る
た
め
、
被
災
高
齢
者
等
把
握
事
業
な
ど
を
推
進
し
、

震
災

関
連
死

の
防
止
に
努
め
る
。

〇
避

難
生

活
の
長
期
化
を
踏
ま
え
、
避
難
所
の
医

療
・
福

祉
的

機
能

を
強
化

す
る
と
と

も
に

、
県

内
外
の

２
次
避
難
先
の
確
保
等
に
努
め
る
。

今
 
後

 
の

 
対

 
応

○
オ

ン
ラ

イ
ン
資
格
確
認
の
災
害
時
モ
ー
ド
の
活
用
（
医
療
情
報
等
の
閲
覧
）

石
川
県

・
富
山
県
を
中
心
に
約
22
,0
00
件
（
1月

31
日

時
点
）
の
実
績
。

【
被
災
地
の
避
難
所
や
被
災
施
設
等
で
活
動
す
る

Ｄ
Ｗ
Ａ
Ｔ
の
数

2月
1日

現
在
】

・
1
4都

府
県
か
ら
4
6人

（
※
1
.5
次
避
難
所
や
２
次
避
難
先
の
施
設
等
で
活
動
す
る
者
を
含
む
。
）

【
被
災
施
設
等
で
活
動
す
る
他
施
設
か
ら
派
遣
さ
れ
た
介
護
職
員
等
の
数

2月
1日

現
在
】

・
1
27
人
（
累
計

40
1人

）

（
※
1
.5
次
避
難
所
や

2次
避
難
先
の
施
設
等
で
活
動
す
る
者
を
含
む
。
）

3
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応
援

職
員

の
派

遣
・

支
援

者
へ

の
支

援

こ
れ

ま
で

の
自

治
体

応
援

職
員

の
派

遣
状

況

①
総

括
支

援
チ

ー
ム

の
派

遣
（
災
害
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
支
援

等
の

た
め

の
専
門
チ

ー
ム
の
派
遣
）

○
被
災

６
市

町
に
、
６
県
市
か
ら
２
３
人

を
派

遣
中

。

（
令

和
６
年

１
月
３
０

日
現

在
）

②
マ

ン
パ

ワ
ー

の
派

遣
（
避
難
所
の
運

営
・
罹

災
証
明
書

の
交

付
等

の
災
害
対

応
業

務
を
担
う
職
員
の
派
遣
）

被
災
市
町

派
遣
団
体

（
都
道
府
県
に
は
域
内
市
町
村
職
員
を
含
む
）

派
遣
人
数

（
１
月
３
０
日
現
在
）

輪
島
市

三
重
県
、
徳
島
県
、

大
阪
府
、
大
阪
市
、
堺
市
、
東
京
都
、

川
崎
市
、
北
海
道
、

長
野
県
、
静
岡
市
、
岐
阜
県
、
愛
媛
県
、

広
島
県
、
山
口
県
、

高
知
県
、
北
九
州
市
、
福
岡
市
、
熊
本
県

３
５
８
人

珠
洲
市

浜
松
市
、
福
井
県
、
兵
庫
県
、
神
戸
市
、
山
梨
県
、
千
葉
県
、

千
葉
市
、
熊
本
市

２
０
５
人

能
登
町

滋
賀
県
、
和
歌
山
県
、
茨
城
県
、
宮
城
県
、
岩
手
県

９
２
人

穴
水
町

静
岡
県
、
奈
良
県
、
栃
木
県

７
２
人

七
尾
市

名
古
屋
市
、
京
都
府
、
京
都
市
、
埼
玉
県
、
さ
い
た
ま
市

１
４
３
人

志
賀
町

愛
知
県
、
鳥
取
県
、
神
奈
川
県
、
横
浜
市
、
岡
山
市
、
佐
賀
県

１
７
８
人

ほ
か
１
２
市
町

１
５
県
市

２
０
８
人

１
８
市
町

５
７
都
道
府
県
・
市

１
，
２
５
６
人

【
活

動
内

容
】

•
応
援
職
員
が
避
難
所
運
営

等
を
被
災
市
町
の
職
員
に

代
わ
っ
て
行
う

•
総
括
支
援
チ
ー
ム

が
被
災

市
町
の
態
勢
立
て
直
し
と

派
遣
職
員
チ
ー
ム
の
調
整

を
実
施

•
今
後
、
大
量
に
発
生
す
る

罹
災
証
明
書
の
発
行
業
務

を
支
援

地
元
の
職
員

は
市
町
と
し
て

本
来
行
う
べ
き
業
務
に
戻
る

各
部
局
間

の
課
題
の
共
有
化

と
役
割
分
担
の
明
確
化

が
図
ら
れ
る

経
験
の
あ
る
職
員
等
を
派
遣

し
て
早
期
の
発
行

を
目
指
す

災
害
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
支
援

避
難
所
運
営

物
資
の
搬
入
・
仕
分
け

○
感
染

症
対

策
支
援

の
た
め
、
全
国
知
事

会
を

通
じ

て
、
鳥
取
県

、
福

島
県

の
専
門

職
員

４
名
を

、
石

川
県
に
派
遣
（
１
/1
0～

24
（
※
）
）

。
厚

生
労

働
省
の

課
長

級
職

員
・
石
川

県
職
員
と
と
も
に
、
特
命
チ
ー
ム

を
編
成
。

（
※
現
在
は
石
川
県
職
員
に
よ
る
チ
ー
ム
に
移
行
）

③
感

染
症

対
策

支
援

専
門

職
員

の
派

遣

中
長

期
の

自
治

体
職

員
派

遣

○
今

後
の

復
旧
・
復
興
に
向
け
た
中
長
期

の
職

員
派

遣
に
つ
い

て
も

速
や

か
に
調
整

（
被

災
自

治
体

に
お

け
る
具
体
的
な
派
遣
人
数
や
職

種
の

ニ
ー

ズ
調
査
を

１
月

19
日
に

発
出
）

○
特

に
、
技

術
職
員

に
つ
い
て
は
、
令
和

２
年

度
に

創
設
し
た
「

復
旧

・
復

興
支
援

技
術

職
員

派
遣

制
度

」
を
活
用

活
動

環
境

の
改

善

○
息
の
長

い
支
援
が
可
能
と
な
る
よ
う
、

宿
泊

場
所

を
確
保
す

る
な

ど
、

応
援
職

員
の

活
動
環
境
の
改
善
を
図
る

○
全

国
の
自
治
体
か
ら
の
応
援
職
員
や
イ
ン
フ
ラ
復
旧
工
事
事
業
者
の
宿
泊
場
所
に
つ
い
て
、

石
川

県
が
一
元
的
に
確
保
・
費
用
負
担
す
る
場
合
に
、
そ
の
費
用
の
８
割
を
新
た
に
特
別
交
付

税
に

よ
り
措
置

（
※
イ
ン
フ
ラ
復
旧
工
事
事
業
者
が
宿
泊
場
所
の
費

用
を
負
担
す
る
場
合
は
、
国
庫
補
助
金
の
対
象
）
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・
Ｓ
Ｎ
Ｓ

等
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
に
対
し
、
利
用
規
約
等
を
踏
ま
え
た
適
正
な
対
応
を
総
務
省
か
ら
要
請
。

今
後
も

継
続
的
に
、
対
応
状
況
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
実
施
。

・
被
災
地

の
住
民
を
含
む
国
民
の
皆
様
に
対
す
る
様
々
な
広
報
手
段
を
複
層
的
に
組
み
合
わ
せ
た
注
意
喚
起
、

偽
・
誤
情
報
対
策
に
係
る
技
術
を
活
用
す
る
な
ど
の
施
策
を
推
進
。

被
災

地
に

お
け

る
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

上
の

偽
・

誤
情

報
対

策

通
信

・
放

送
イ

ン
フ

ラ
の

復
旧

と
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

上
の

偽
・

誤
情

報
対

策

・
応
急
復
旧
後
も
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
維
持
し
つ
つ
、
官
民
の
連
携
の

も
と
、
発
災
前
と
同
程
度
の
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
可
能
と
な
る
よ
う

順
次
本
格
復
旧
を
推
進

。

・
総
務
省
は
、
基
地
局
の
状
況
等

を
踏
ま
え
、
道
路
・
電
力
分
野
と
の

連
携
促
進
や
、
国
の
予
算
の
活
用

等
に
よ
り
、
本
格
復
旧
を
支
援
。

・
移
動
型
基
地
局

（
船
舶
型
、
ド
ロ
ー
ン
、

車
載

型
等

）
の
投
入

・
海
上
自
衛
隊
に
よ
る
燃
料
補
給
や
機
材
等
の
輸
送

・
衛
星
機
器
や
携
帯
端
末
の
避
難

所
等
へ
の
提
供

・
総
務
省
災
害
時
テ
レ
コ
ム
支
援

チ
ー
ム
等
の
派
遣

船
舶
型
基

地
局
（

輪
島
沖

）

能
登
半
島
北
部
６
市
町
に
お
け
る
基
地
局
の
う
ち
、
お
よ
そ

８
割
に
お
い
て
発
災
前
と
同
程
度
の
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
可
能
。

通
信

イ
ン

フ
ラ

（
携

帯
電

話
）

の
復

旧

２
．

復
旧

の
た

め
の

主
な

取
組

（
官

民
連

携
）

３
．

本
格

復
旧

へ
の

取
組

放
送
イ
ン
フ
ラ
の
復
旧

（
割
振
：
放
送
島
）

１
．

復
旧

状
況


地
上
波
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
：

・
一
部
エ
リ
ア
で
一
時
停
波

⇒
全
域
で
停
波
解
消


ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
：

・
主
セ
ン
タ
ー
施
設
ま
で
復
旧

・
ケ
ー
ブ
ル
の
断
線
等
、

伝
送
路
に
被
害
あ
り

３
．

今
後

の
復

旧
に

向
け

た
取

組

・
被
災
地
で
は
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
普
及
率
が
高
い

（
輪
島
市
:5
3.
7
%、

珠
洲
市
:7
0.

1%
、
穴
水
町
:6
0
.3
%、

能
登
町
:9

6.
4
%）

⇒
受
け
手
側
の
対
策
と
し
て
、
ケ
ー
ブ
ル
の
復
旧
が
重
要

・
被
災
地
の
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
は
公
営
・
３
セ
ク
営

⇒
復
旧
に
向
け
た
充
実
し
た
支
援
を
実
施

２
．

放
送

の
受

信
環

境
の

確
保

に
向

け
た

こ
れ

ま
で

の
取

組

・
 
自
衛
隊
等
と
の
連
携
に
よ
る
中
継
局
へ
の
燃
料
補
給

・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
金
沢
局
の
番
組
の
放
送
に
衛
星
放
送
を
活
用

・
避
難
所
等
へ
の
テ
レ
ビ
・
ア
ン
テ
ナ
の
設
置

⇒
被
災
者
が
信
頼
あ
る
情
報
を
入
手
で
き
る
よ
う
官
民
連
携

ケ
ー

ブ
ル

テ
レ

ビ
を

は
じ

め
と

す
る

放
送

イ
ン

フ
ラ

の
復

旧

家
屋
倒
壊
に
よ
る
ケ
ー
ブ
ル
断

船
舶
型
基
地
局
（
輪
島
沖
）

ド
ロ
ー
ン
基
地
局

(
M
I
C
-
T
E
AM
)

１
．

復
旧

状
況

１
月
1
8
日
に
携
帯
電
話
事
業
者
４
社
が
会
見
し
、
立
入
困
難
地
点
を
除
き
、

応
急
復

旧
が
概
ね
終
了
し
た
こ
と
を
公
表
。

N
T
T
ド
コ

モ

（
1
/4
 
09
:
00

 時
点

）

エ リ ア 支 障

最 大 時

直 近

支
障
エ
リ
ア
市
町
数
：
７
市
町

支
障
エ
リ
ア
市
町
数
：

１
市
（
輪
島
市
）

（
1
/3
1
 1

0
:0

0
 時

点
）

ソ
フ

ト
バ
ン

ク
、

楽
天

モ
バ
イ

ル
も

同
様

に
改
善

※
濃
い
緑
色
/灰

色
が

支
障
の
あ
る
エ
リ
ア
、

薄
い
緑
色
は
サ
ー
ビ
ス

対
象
外
の
エ
リ
ア

立
入
困
難
地
点
に
つ
い
て
は
、

原
則
、
道
路
啓
開
後
３
日
以

内
に
応
急
復
旧
予
定
。

K
D
D
I（

a
u）

（
1
/3

 
9:
0
0 

時
点
）

支
障
エ
リ
ア
市
町
数
：
６
市
町

（
1
/3

1
 1
4
:0

0
 時

点
）

支
障
エ
リ
ア
市
町
数
：

２
市
（
輪
島
市
、
珠
洲
市
）
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電
力
の
復
旧
状
況

⚫
北
陸
電
力
は
、
地
震
で
被
災
し
た
皆
様
に
一
刻
も
早
く
電
気
を
お
届
け
で
き
る
よ
う
、
発
災
当
初
か
ら
、
電
力
各

社
や
協
力
企
業
か
ら
作
業
員
や
電
源
車
等
の
応
援
を
受
け
、
連
日
千
人
規
模
で
対
応
。

⚫
そ
の
結
果
、
石
川
県
内
の
停
電
戸
数
は
、
発
災
時
の
約
４
万
戸
か
ら
約

2,
30

0戸
（

2月
1日

9時
時
点
）

に
ま
で
減
少
。
石
川
県
全
体
で

99
%
以
上
の
送
電
率
、
被
害
が
甚
大
な
輪
島
市
・
珠
洲
市
に
お
い
て
も
約
９

割
の
送
電
率
と
な
っ
て
お
り
、
全
体
と
し
て
、
概
ね
復
旧
し
た
状
況
。

⚫
復
旧
の
長
期
化
が
見
込
ま
れ
る
地
域
に
お
い
て
は
、
現
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
改
善
に
応
じ
て
順
次
、
復
旧
作
業
を
進

め
て
い
く
。

①
輪
島
市
北
西
部

（
土
砂
崩
れ
）

⑤
珠
洲
市
北
部

（
土
砂
崩
れ
）

（
2
0
2
4
.0

1
.2

2
撮
影
）

（
2
0
2
4
.0

1
.2

2
撮
影
）

①
輪

島
市

北
西

部
➡

地
震

・
土

砂
崩

れ
に

よ
る

甚
大

な
被

害
に

加
え

、
道

路
が

寸
断

さ
れ

立
入

り
が

困
難

。

②
輪

島
市

北
東

沿
岸

部
、

③
珠

洲
市

北
西

部
➡

地
震

・
土
砂

崩
れ

に
よ

る
甚
大

な
被

害
に

加
え

、
道

路
が

寸
断

さ
れ

地
区

内
の

立
入

り
が

困
難

。
道

路
の

障
害

物
除

去
に

伴
い

主
要

道
路

沿
い

の
一

部
で

復
旧

が
進

展
。

④
輪

島
市

街
地

沿
岸

部
➡

地
震

・
津

波
・

火
災

に
よ

り
建

物
に

甚
大

な
被

害
。

⑤
珠

洲
市

北
部

、
⑥

輪
島

市
南

部
➡

地
震

・
土
砂

崩
れ

に
よ

る
道
路

損
壊

に
よ

り
地

区
内

の
一

部
で

立
入

り
が

困
難

。
道

路
の

障
害

物
除

去
に

伴
い

復
旧

が
進

展
。

・
停

電
復

旧
の

見
通

し
は

、
今

後
の

道
路

復
旧

状
況

等
に

よ
り

変
更

と
な

る
場

合
が

あ
る

。

赤
色

：
停

電
復

旧
に

２
ヶ

月
超

を
要

す
る

可
能

性
が

高
い

地
点

が
含

ま
れ

る
地

域
青

色
：

停
電

復
旧

に
数

週
間

か
ら

２
ヶ

月
程

度
を

要
す

る
可

能
性

が
高

い
地

点
が

含
ま

れ
る

地
域

※
上
記
エ
リ
ア
以
外
で
も

、
各
市
町

に
お

い
て

、
津
波
被

害
や

地
区

内
の
土
砂
崩
れ
、
道
路
損
壊
等
に
よ
り
復
旧
に
長
期
間
を
要
す
る
場
合
が
あ
る
。

復
旧
の
長
期
化
が
見
込
ま
れ
る
地
域
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⚫
な
り
わ
い
補
助
金
等
の
支
援
施
策
の
決
定
（

1月
25
日
）
を
踏
ま
え
、
直
ち
に
周
知
し
現
場
に
届
け
る
べ
く、
翌
日
（

26
日
）
支
援
本
部
（
第
２
回
）
開
催
。

⚫
さ
ら
に
、
そ
の
翌
日
（

27
日
）
に
は
、
七
尾
市
、
輪
島
市
、
石
川
県
庁
を
直
接
訪
問
し
て
、
支
援
施
策
を
直
接
届
け
る
と
と
も
に
、
現
場
の
状
況
を
確
認
。

中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
の
な
り
わ
い
再
建
に
む
け
て

【被
災
中
小
企
業
・
小
規
模
事
業
者
等
支
援
本
部
（
第

2回
 1
月

26
日
）
】※

商
工
団
体
、
金
融
機
関
等
に
加
え
石
川
県
・
富
山
県
・
福
井
県
・
新
潟
県
が
参
加
。

●
石
川
県

観
光
業
の
復
活
は
能
登
の
復
活
に
繋
が
る
。
な
り
わ
い
補
助
金
の
柔
軟
な
運
用
を
。
中
核
た
る
伝
統
産
業
は
、
道
具
・
原
材

料
に
加
え
て
職
人
が
続
け
て
い
け
る
よ
う
仮
設
工
房
の
設
置
支
援
を
。
加
え
て
、
全
国
か
ら
の
経
営
指
導
員
の
応
援
を
。

●
富
山
県

も
の
づ
くり
産
業
が
集
積
す
る
富
山
県
で
は
、
地
盤
沈
下
・
隆
起
に
よ
る
被
害
が
大
き
く、
機
動
的
・弾
力
的
な
支
援
を
。

●
福
井
県

芦
原
温
泉
で
は
、
配
管
の
破
損
や
宿
泊
キ
ャ
ン
セ
ル
の
影
響
大
き
く、
北
陸
応
援
割
は
大
変
あ
り
が
た
い
。

●
新
潟
県

建
物
の
外
観
に
は
被
害
が
な
くて
も
、
液
状
化
に
よ
る
傾
き
な
ど
生
じ
て
い
る
。
支
援
施
策
の
柔
軟
か
つ
弾
力
的
な
運
用
を
。

【石
川
県
出
張
（

1月
27
日
七
尾
市
、
輪
島
市
、
石
川
県
庁
）
】

①
復
興
に
向
け
た
ビ
ジ
ョ
ン
、
道
筋
を
示
す
こ
と

・復
興
の
フ
ェ
ー
ズ
が
変
わ
れ
ば
支
援
施
策
も
変
わ
る
。
先
手
先
手
で
進
め
て
い
くべ
き
。

・ど
こ
ま
で
我
慢
し
た
ら
良
い
か
わ
か
ら
な
い
。
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
、
今
後
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
示
す
べ
き
。

・今
回
パ
ッ
ケ
ー
ジ
で
終
わ
り
で
は
な
く、
地
元
と
共
に
考
え
第
二
・
第
三
弾
に
向
け
て
進
め
る
、
と
い
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
を
示
す
べ
き
。

②
能
登
全
体
の
復
興
の
核
と
な
る
観
光
産
業
、
伝
統
産
業
の
再
建
を
進
め
る
こ
と

（
観
光
産
業
）

・基
礎
か
ら
損
傷
激
し
く
建
替
が
必
要
な
場
合
も
あ
る
。
護
岸
損
傷
に
よ
る
浸
食
を
懸
念
、
全
面
協
力
を
お
願
い
し
た
い
。

・補
助
金
に
つ
い
て
、
熊
本
地
震
の
時
と
は
物
価
上
昇
等
も
あ
り
事
情
が
異
な
る
こ
と
へ
の
配
慮
し
た
支
援
施
策
を
お
願
い
し
た
い
。

・雇
用
継
続
、
金
融
支
援
、
観
光
需
要
喚
起
な
ど
含
め
た
総
合
的
な
支
援
、
復
興
ビ
ジ
ョ
ン
策
定
に
向
け
た
人
的
支
援
を
お
願
い
し
た
い
。

（
伝
統
産
業

等
）

・輪
島
塗
の
伝
統
を
後
世
に
引
き
継
ぐ
。
ま
ず
は
仮
設
工
房
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ
の
再
建
を
。

・若
手
と
し
て
も
輪
島
塗
を
続
け
た
い
。
復
興
に
向
け
、
在
外
公
館
等
を
活
用
し
た
海
外
向
け

PR
の
機
会
も
増
や
し
た
い
。

・顧
客
に
背
中
を
押
さ
れ
再
起
を
決
意
。
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
な
ど
で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い
る
。

①
水
道
等
の
イ
ン
フ
ラ
復
旧
を
第
一
と
し
つ
つ
、
復
興
に
向
け
た
ビ
ジ
ョ
ン
や
道
筋
、
支
援
策
を
示
し
て
い
く
。

②
地
域
全
体
の
復
興
の
核
と
な
る
「観
光
産
業
」、
「伝
統
産
業
」の
再
建
を
、
あ
ら
ゆ
る
施
策
を
総
動
員
し
全
力
で
支
え
る
。

③
支
援
施
策
に
つ
い
て
、
現
場
の
声
を
踏
ま
え
た
柔
軟
な
運
用
、
手
続
を
極
力
簡
素
化
す
る
こ
と
。
全
国
か
ら
の
応
援
な
ど
相
談
体
制
を
強
化
す
る
。

④
復
興
後
の
「ま
ち
づ
く
り
」も
視
野
に
、
雇
用
維
持
や
観
光
需
要
喚
起
も
含
め
、
ハ
ン
ズ
オ
ン
支
援
を
通
じ
、
関
係
省
庁
・
機
関
一
体
の
対
応
を
進
め
る
。
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【参
考
資
料
】
中
小
企
業
向
け
緊
急
支
援

⚫
今
回
の
震
災
に
よ
り
、
七
尾
市
、
輪
島
市
、
珠
洲
市
、
志
賀
町
、
穴
水
町
、
能
登
町
等
の
中
小
企
業
が
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
と
こ
ろ
。

⚫
発
災
後
速
や
か
に
、

・特
別
相
談
窓
口
（
商
工
団
体
、
日
本
公
庫
等
）
の
設
置

・日
本
公
庫
等
に
よ
る
災
害
復
旧
貸
付
の
実
施

・セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
保
証
４
号
の
適
用

・金
融
機
関
等
に
対
し
て
、
弾
力
的
・迅
速
な
対
応
等
に
つ
い
て
要
請

⚫
被
害
額
調
査
を
踏
ま
え
、
公
共
土
木
・農
業
と
と
も
に
、
中
小
企
業
関
係
に
つ
い
て
、
激
甚
法
上
の
「
本
激
」
と
し
て
指
定
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、

・災
害
関
係
保
証
や
日
本
公
庫
等
に
よ
る
災
害
復
旧
貸
付
の
金
利
引
下
げ
の
実
施

・下
請
取
引
や
官
公
需
の
発
注
に
つ
い
て
、
震
災
に
よ
る
影
響
が
最
小
限
と
な
る
よ
う
関
係
機
関
・
団
体
へ
の
要
請

・中
小
企
業
診
断
士
試
験
の
特
例
措
置
と
し
て
、
２
次
試
験
（
口
述
試
験
）
の
再
試
験
に
よ
る
救
済
措
置
の
対
応

１
．
中
小
企
業
の
被
害
状
況
と
激
甚
指
定
等
の
対
応

⚫
「被
災
者
の
生
活
と
生
業
支
援
の
た
め
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
（
令
和

6年
1月

25
日
、
非
常
災
害
対
策
本
部
決
定
）
」に
お
い
て
、
中
小
企
業
等
の
施
設
・

設
備
復
旧
支
援
等
や
追
加
の
金
融
支
援
を
措
置
。

（
１
）
中
小
企
業
等
の
施
設
・設
備
復
旧
支
援
等

ア
）
な
り
わ
い
再
建
支
援
事
業
（
旧
グ
ル
ー
プ
補
助
金
：
施
設
復
旧
）

※
遡
及
適
用
可

イ
）
被
災
商
店
街
等
再
建
支
援
事
業

※
ハ
ー
ド
支
援
の
み
遡
及
適
用
可

ウ
）
小
規
模
事
業
者
持
続
化
補
助
金

※
遡
及
適
用
可
、
1/

25
（
木
）
よ
り
1次

公
募
を
開
始
済
。

エ
）
伝
統
的
工
芸
品
産
業
支
援
補
助
金
（
道
具
・原
材
料
確
保
）

オ
）
そ
の
他
、
仮
設
施
設
整
備
支
援
等

（
２
）
中
小
企
業
等
へ
の
金
融
支
援

ア
）
日
本
公
庫
の
特
別
貸
付

（
上
限
１
億
円
ま
で
は

3年
間
の
金
利
※
0
.9
%
引
下
げ
（

5年
貸
付
で
1
.2
%
→
0
.3
%
）
）
等

イ
）
そ
の
他
、
コ
ロ
ナ
返
済
負
担
軽
減
策
を
実
施

・コ
ロ
ナ
融
資
の
リ
ス
ケ
時
の
追
加
保
証
料
ゼ
ロ

・劣
後
ロ
ー
ン
に
つ
い
て
、
黒
字
金
利
（

2.
95

%
等
）
適
用
事
業
者
も
時
限
的
に
赤
字
金
利
（

0.
5%

）
を
適
用

・コ
ロ
ナ
借
換
保
証
の
適
用
期
限
（

24
年

3月
）
の
延
長
の
検
討

・二
重
債
務
対
策
（
再
生
フ
ァ
ン
ド
を
活
用
し
た
既
存
債
権
買
取
等
）

２
．
「被
災
者
の
生
活
と
生
業
支
援
の
た
め
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」を
踏
ま
え
た
対
応
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